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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　引張りコードを使用することなく高さ調節を行うことのできるひだ付きブラインド・ア
センブリであって、
　ａ)上方の細長い支持体と、
　ｂ）上、下に調節可能である下方の細長い部材と、
　ｃ）ブラインドのひだを貫いて延びていて前記下方の細長い部材を吊り下げている一次
ひもと、
　ｄ）前記上方の細長い支持体の内部にあって、前記一次ひもを受けている少なくとも４
つの一次ロータと、
　ｅ）前記一次ひもに対する操作連結部を有する少なくとも１つの二次ひもと、
　ｆ）前記上方の細長い支持体内の一方の端部近傍にあって、前記一次ひもに加えられた
吊り下げ力をブラインドの高さに応じて釣り合わせるために、前記単数または複数の二次
ひもに作用する張力付与手段とからなり、
　ｇ)前記手段は二つの回転部材を含み、前記回転部材の少なくとも１つが前記単数また
は複数の二次ひもに引張り力を加え、
　ｈ）更に、前記手段は、前記回転部材に連結され且つ前記回転部材の少なくとも１つの
周囲に前記単数または複数の二次ひもを引き回すようにする力を行使するバネを含んでお
り、
　前記４つの一次ロータは、前記支持体の他方の端部側に配置される第１のロータ（４０
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）と、前記支持体の前記一方の端部側に配置される第２のロータ（４６）と、前記一方の
端部側のロータ（４６）と前記他方の端部側のロータ（４０）との中間に配置される吊り
下げロータ（４７又は４８）とを包含し、
　前記一次ひもの各々は、前記吊り下げロータに辿り着くまでに、前記第１及び第２のロ
ータに順に引き回される、
　ことを特徴とするひだ付きブラインド・アセンブリ。
【請求項２】
　前記バネはＳ字形の形態を有することを特徴とする請求項１に記載のひだ付きブライン
ド・アセンブリ。
【請求項３】
　前記バネは、前記回転部材のうちの一方の部材周囲に時計回り方向に、そして、前記回
転部材のうち他方の回転部材周囲に反時計方向に巻き付いていることを特徴とする請求項
１に記載のひだ付きブラインド・アセンブリ。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの回転部材が同軸になる第１および第２の表面部分を有し、前記第
１表面部分周囲にはバネが巻き付けてあり、前記第２表面部分周囲には二次ひもが巻き付
けてあることを特徴とする請求項１に記載のひだ付きブラインド・アセンブリ。
【請求項５】
　前記回転部材のそれぞれは同軸になる第１および第２の表面部分を有し、前記第１表面
部分周囲にはバネが巻き付けてあり、前記第２表面部分周囲には単数または複数の二次ひ
もが巻き付けてあることを特徴とする請求項１に記載のひだ付きブラインド・アセンブリ
。
【請求項６】
　ブラインドの上方レールである前記上方の細長い支持体の内部にハウジングを更に含み
、前記ハウジングに設けた支柱が、前記回転部材を、前記支柱によって限定される軸線周
囲に自由回転できるように支持することを特徴とする請求項５に記載のひだ付きブライン
ド・アセンブリ。
【請求項７】
　前記一次ひもは、前記上部支持体の下方で、前記下方の細長い部材に作動可能に連結し
た第１端部を有することを特徴とする請求項１に記載のひだ付きブラインド・アセンブリ
。
【請求項８】
　引張りコードを使用することなく高さ調節を行うことのできる折り畳み式ブラインド・
アセンブリであって、
　ａ)上方の細長い支持体と、
　ｂ）上、下に調節可能である下方の細長い部材と、
　ｃ）ブラインドに隣接して伸長し、前記下方の細長い部材を吊り下げている一次ひもと
、
　ｄ）前記上方の細長い支持体にあって前記一次ひもを受ける少なくとも４つの一次ロー
タと、
　ｅ）前記一次ひもに対する操作連結部を有する少なくとも１つの二次ひもと、
　ｆ）前記上方の細長い支持体内の一方の端部近傍にあって、前記一次ひもに加えられた
吊り下げ力をブラインドの高さに応じて釣り合わせるために、前記単数または複数の二次
ひもに作用するものであって、前記手段が前記二次ひもを受ける２つの回転部材と、これ
らの回転部材に作動可能に連結したバネとを含んでなる張力付与手段とからなり、
　前記４つの一次ロータは、前記支持体の他方の端部側に配置される第１のロータ（４０
）と、前記支持体の前記一方の端部側に配置される第２のロータ（４６）と、前記一方の
端部側のロータ（４６）と前記他方の端部側のロータ（４０）との中間に配置される吊り
下げロータ（４７又は４８）とを包含し、
　前記一次ひもの各々は、前記吊り下げロータに辿り着くまでに、前記第１及び第２のロ
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ータに順に引き回される、
　ことを特徴とする折り畳み式ブラインド・アセンブリ。
【請求項９】
　前記バネはＳ字形の形態を有することを特徴とする請求項８に記載の折り畳み式ブライ
ンド・アセンブリ。
【請求項１０】
　引張りコードを使用することなく高さ調節を行うことのできるひだ付きブラインド・ア
センブリであって、
　ａ)上方の細長い支持体と、
　ｂ）上、下に調節可能である下方の細長い部材と、
　ｃ）ブラインドのひだを貫いて延びていて前記下方の細長い部材を吊り下げている一次
ひもと、
　ｄ）前記上方の細長い支持体にあって、前記一次ひもを受けている少なくとも４つの一
次ロータと、
　ｅ）前記一次ひもに対し操作連結部を有する二次ひもと、
　ｆ）前記上方の細長い支持体内の一方の端部近傍にあって、前記一次ひもに加えられた
吊り下げ力をブラインドの高さに応じて釣り合わせるために、前記単数または複数の二次
ひもに作用する張力付与手段と、
　ｇ）前記手段が、二次ひもが巻き付いた回転部材と、前記回転部材に二次ひもを巻き付
かせるようにする力を行使するバネとを含み、
　ｈ）前記上方の細長い支持体は、溝形状をした細長いハウジングの形態を有し、その内
部で前記二次ひもが端方向に移動可能であり、前記ハウジング内でその一端部付近に前記
バネが設置されていて、前記バネがＳ字形の形態を有し、
　前記４つの一次ロータは、前記支持体の他方の端部側に配置される第１のロータ（４０
）と、前記支持体の前記一方の端部側に配置される第２のロータ（４６）と、前記一方の
端部側のロータ（４６）と前記他方の端部側のロータ（４０）との中間に配置される吊り
下げロータ（４７又は４８）とを包含し、
　前記一次ひもの各々は、前記吊り下げロータに辿り着くまでに、前記第１及び第２のロ
ータに順に引き回される、
　ことを特徴とするブラインド・アセンブリ。
【請求項１１】
　前記バネは、前記回転部材に巻き付いていることを特徴とする請求項１０に記載のひだ
付きブラインド・アセンブリ。
【請求項１２】
　前記Ｓ字形のバネが周囲に巻き付けられている第２の回転部材を更に含み、かつ前記回
転部材がＳ字型の形態を有するバネを介して前記第２の回転部材に連結されていることを
特徴とする請求項１１に記載のひだ付きブラインド・アセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全般的には窓用ブラインド制御に関し、更に詳細に言えば、ひだ付きブライ
ンドを上げたり下げたりするのに、上部支持体或いはレール部材から吊り下がっているコ
ード（単数または複数）を操作するの必要ない、窓用ブラインド制御簡略化に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ブラインド、特にひだ付きブラインドの上げ下げするには、手動操作を必要とする吊り
下がりコードを使用することが必要であると考えられてきた。このようなコードは正しく
操作するのが往々にして難しく、その結果、このようなコードを使えば、ブラインドの移
動が不適切であったり所望通りにならない上に、小さな子供が絡まって頸部圧迫の危険す
らある。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従って、ブラインド・アセンブリの下方吊り下がり部分に上向きまたは下向きの力をほ
んの軽く加えるだけで容易に操作できる、コードレスのひだ付きブラインド・アセンブリ
に対する要望がある。また、容易に操作でき、１つの位置に調節すると、自動的に水平に
保持されるひだ付きブラインド・アセンブリに対する要望もある。
【０００４】
　上記要望を満たす操作装置および操作方法を提供することが主目的である。基本的には
、本装置は、引張りコードを使用しないで高さの調節を行なえるひだ付きブラインド・ア
センブリをもって具体化されるもので、前記装置は、
　ａ)上方の細長い支持体と、
　ｂ）上、下に調節可能である下方の細長い部材と、
　ｃ）ブラインドのひだを貫いて延びていて前記下方の細長い部材を吊り下げている一次
ひもと、
　ｄ）前記上方の細長い支持体の内部にあって、前記一次ひもを受けている少なくとも４
つの一次ロータであって、前記一次ロータの少なくとも３つの周囲に前記一次ひもが引き
回されている一次ロータと、
　ｅ）前記一次ひもに対する操作連結部を有する少なくとも１つの二次ひもと、
　ｆ）前記一次ひもに加えられた吊り下げ力をブラインドの高さに応じて釣り合わせるた
めに、前記単数または複数の二次ひもに作用する張力付与手段とからなり、
　ｇ)前記手段は二つの回転部材を含み、前記回転部材の少なくとも１つが前記単数また
は複数の二次ひもに引張り力を加え、
　ｈ）更に、前記手段は、前記回転部材に連結され且つ前記回転部材の少なくとも１つの
周囲に前記単数または複数の二次ひもを引き回すようにする力を行使するバネを含む。
【０００５】
　ここで言うばねには、Ｓ字形の形態を有するバネも含まれ、このような形態により、バ
ネは、前記部材の内の一方の部材周囲を時計回り方向に巻き付き、そして、前記部材の内
の他方の部材周囲で反時計方向に巻き付いている。後述するように、少なくとも１つの部
材は、同軸の第１および第２の表面部分を有し、この第１部分周囲にバネが巻き付き、第
２部分周囲に二次ひもが巻き付いている。典型的には、各々の部材に同軸の第１および第
２の表面部分が有って、バネが第１部分周囲に巻き付き、二次ひも（単数または複数）が
第２部分周囲に巻き付いている。バネはブラインド釣り合いバネとして作用し、垂直方向
に選択した位置にブラインドを保持する。
【０００６】
　また、ハウジングが設けられ、このハウジングにある支柱が、これらの部材を、該支柱
によって限定された軸線周囲で自由に回転できるように支持する。これら部材をハウジン
グ内で軸線方向に位置付けるために、環状キャップをこれら支柱および部材に組み合わせ
ることも可能である。後者は（「「この軸線方向位置決め？？？」」）は、典型的には、
ブラインド・ヘッド・レールとなる部分である、前記上方の細長い支持体の一部によって
限定される。
【０００７】
　前記一次ひもに行使されている吊り下げ力をブラインドの別の高さレベルに調節したレ
ベルへ釣り合わせために、上述のように限定された二次ひも（単数または複数）に作用す
る手段が設けてあり、この手段は、前記二次ひもを受ける二重回転部材と、該二重回転部
材に作用するように連結されたバネと、を含む。上述したように、このバネは、Ｓ字形で
、平らな表面形態を有しているのが有利である。
【０００８】
　また、二次ひも（単数または複数）に引張り力を加える回転部材も設けてあり、このよ
うな二次ひもの数は前記一次ひもの数より少なくて、このような構成により、前記の小体
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積になる回転部材は、溝付きレールのような、小さな体積の上方支持部材の形状範囲内に
おいて巻回部を最大数に制御可能に格納できるようになる。
【０００９】
　上記のように限定されたひも連結或いはひも相互連結のための移動経路が設けられてい
るが、この移動経路は上部支持体の長手方向に伸長し、ロータ上を通過しないので、これ
によって、ロータによってひもの連結が脱落する可能性を防止することができる。この点
に関し、一次ロータは、最高位置と最下位置との間でブラインドの高さ調節を行うために
、好ましくは、前記移動経路よりも大きい前記釣り合い手段とは間隔を置いた第１ロータ
を含んでいる。
【００１０】
　さらに、前記一次ロータは、典型的には、前記一次ひもを受ける少なくとも１つの第２
ロータを含んでいて、一次ひものうち一本を受けるプーリの形態を取る第３のロータと、
別の一次ひもを受けるプーリの形態をした第４のロータとを含むこともできる。
【００１１】
　一次ロータと張力付与手段全ての格納は上部支持体によって行われ、そして、一次ひも
は、前記下方の細長い部材に連結された第１の端部を有するということを条件とするなら
ば、前記上部支持体の下方にあり、この場合、一次ひもは、前記上部支持体内で前記連結
部に連結された第２の端部を有する。
【００１２】
　また、張力付与手段が設けてあり、これは、ブラインド高さを調整して選択した位置に
対応した選定位置（単数または複数）に前記二次ひもを係止するための装置を含んでいる
。なお、二次ひもには、前記装置で係止するのを手で掴んで手動で制御できるようにする
ために、前記装置の高さレベルから下方に下っている延長部もうけるようにしてもよい。
【００１３】
　更に追加する特徴としては、上方の細長い支持体を前記ロータおよび二次ひもの高さレ
ベルより上にして構造物へ取り付けるようにするために、ファスナ（単数または複数）を
設けてあることで、これらのファスナは、
　　　　ｉ）前記細長い支持体を前記構造物の下方に離隔して確実に位置決め
するためのスペーサ部分、
　　　　ii）前記細長い支持体を直立壁の下方で確実に位置決めするための
ヒンジ止め部分（ヒンジ部分はこの直立壁に取り付けられる）、
の内のどちらかである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の好ましい実施形態についてこれまで述べてきた特徴や、他の特徴、利点、なら
びに例示した実施形態の詳細は、次に続く明細書および図面から更に完全に理解されよう
。
【実施例１】
【００１５】
　図１及び図２では、ひだ付きブラインド・アセンブリ１０は、外部引張りコードを使用
しないで高さ調節を行うことができる。このアセンブリ１０は、中空の、金属の溝状体ま
たはレール１２の形態をした、上方の細長い支持体１１を含む。アセンブリは、また、矢
印１４、１５で示すように、上，下に手で簡単に調整されるようになっている下方の細長
い薄板部材１３を含む。ブラインドのひだ１６は、図示のように、レール１２と薄板部材
１３との間に位置づけられて、それらに連結してある。ひだは折り畳まれていて、たとえ
ば、所望に応じて窓を覆うようにするために、部材１３を選択的に調節した高さ位置まで
下方へ移動させるに従って、広がって離れるようになる。たとえば図２を参照されたい。
或いはまた、部材１３をレール１２の方へ向かって持ち上げて、別の調整位置（単数また
は複数）まで動かすと、ひだは互いに折り畳まれてゆく。ひだは、符号６１のところのよ
うな折畳まれて重なっている位置から、符号６０のところのように広がてゆく。これも図
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２を参照されたい。
【００１６】
　一次ひもまたは一次コードは、図２に示すように、ひだを貫通してほぼ垂直方向に延び
て、下方部材１３を吊り下げるように配設されている。例として、２本のひも２０，２１
を参照されたい。これらのひもは、横方向に離隔して位置する各々の下端部２０ａ，２１
ａのところで、部材１３へ連結されている。このようなひもを２本図示したが、もっと幅
の広いブラインドに対しては、３本設けてもよい。
【００１７】
　上部支持体またはレール１１のところに一次ロータが設けてあり、一次ひもを受けると
共に、少なくとも１本の二次ひも２４と共に共通連結部２２に向かって一次ひもを案内す
る。この二次ひもは、連結部２２が端方向に移動するに従ってレール１２に関して端方向
へ移動する。二次ひもの数は、後に明らかにする理由で、一次ひもの数より少ない。典型
的には、二次ひも２４は一本だけであり、一次ひもは、ひも２０，２１のように、２本、
あるいはそれ以上ある。この場合、連結部２２は、ひも２０，２１の端部とひも２４の端
部を連結しているので、それによって、この連結部２２およびひも２４の一方向への移動
が一次ひも端部２０ａ，２１ａを等しく上昇させることになり、そして、連結部２２およ
びひも２４の反対方向への移動が一次ひも端部２０ａ，２１ａを等しく下降させることに
なり、こうして、下方部材が上げられたり下げられたしても水平状態に維持される。
【００１８】
　下方部材１３およびひだの重量によって、ブラインドを別の高さに調整した高さレベル
のところで、一次ひもに掛るる吊り下げ力を釣り合わせる力を加えるために、二次ひも（
単数または複数）２４に作用する手段が設けてある。このような釣り合わせ力により、下
方部材１３が上げられたり下げられたりする垂直方向位置に、下方部材１３が安定して吊
り下げられるようになる。このような手段は、図１，図４において、符号３０で示してあ
り、これは種々の形態を採り得るが、好ましくは、図示のように、封じ込め溝形の支持体
内でその一端部付近にそれが収容されるようになるのがよい。手段３０は、ハウジング３
０ａと、このハウジング３０ａ内にある張力付与用トーションバネ要素３２とを含む。ひ
も２４は、典型的には、ハウジング３０ａ内のスプールまたはドラム上３３に巻き付けら
れたり、そこから繰り出されたりする。バネ力は、ひも巻き付け方向にスプールに加えら
れ、上記の釣り合わせ力または張力がもたらされる。この力は、ブラインドを安定調節位
置まで上げたり下げたりしたときに維持され、手段３０に静止摩擦がもたらされ、選定し
た高さ調節位置に下方部材を保持できる。このような摩擦は、ハウジングに対してドラム
３２がこすれることによって供給される。典型的には、符号３３のところには、ひも２４
が１本しか巻き付いていないので、スプールを溝形材１２内に嵌め込むことができるよう
に、その寸法を最小限に抑えることができる。案内プーリ５０は、ひも２４がスプールの
巻き取り領域へ移動したりその領域から移動したりするのを方向づける。プーリ５０は、
ひも２４に対して直角方向へ軸５０ａに沿って軸線方向摺動可能であり、ひも２４がドラ
ム３３に巻き取られたり、そこから繰り出されたりするときにひも２４に追従する、すな
わち、それを案内する。
【００１９】
　図示の一次ロータ・システムにおいては、第１のロータ４０は、連結部２２の寸法９０
で示されている長手方向移動経路が一次ロータやプーリ（たとえば、第１ロータ４０）の
上を通過することがないように張力付与手段３０から隔たっていて、それによって、連結
部２２の回転構造とのもつれ、すなわち、「ハングアップ」の危険を排除できるようにな
っている。この点に関し、第１ロータ４０は、最上方位置及び最下方位置間でのブライン
ドの高さ調節に対して、前記移動経路を超えた位置にある前記手段３０から間隔を有すよ
うに示されている。
【００２０】
　図示のように、一次ロータは前記一次ひもを受ける少なくとも１つの第２のロータを含
み、そして、一次ロータは、前記一次ひものうちの一本を受けるプーリの形態になる第３
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のロータと、前記一次ひものうち別の一次ひも（ひも２１）を受けるプーリの形態になる
第４のロータとを含む。
【００２１】
　たとえば、以下を参照されたい。すなわち、
　　　－　　第２ロータ４６（たとえば、符号５０付近）
　　　－　　第３ロータ４７
　　　－　　第４のロータ４８。
　これらのロータは、すべて、溝形状の支持体１１内に収容されている。ひも２０，２１
は、支持体１１の下方領域を貫通し下方へ延びている。ロータ４６は符号５０，４７間に
あるので、両ひも２０及び２１が、同様の垂直方向制御に対して、同様のアイドラ・ロー
タ４７及び４８によって方向転換され、これにより、薄板１３を水平状態に維持する機能
を高めることができる。
【００２２】
　図５において、アセンブリ或いは装置１０は、枠１１１で枠取りした窓１１２に取り付
けてある。この枠は、図示したように、水平方向および垂直方向の枠部材１１３～１１６
を有する。支持体１１は上方水平方向枠部材１１３に取り付けてある。
【実施例２】
【００２３】
　次に、図６に示す変形例を参照する。図１の要素に対応する要素には、対応して同一符
号が付けてある。図６において、ロータ４０及び４６は、上方支持体１１に沿ってほぼ同
じ位置に設置してあり、このことは、１１によって支持されたアイドラ・ロータ４２を設
けることによって可能となっており、図示のように、このアイドラ・ロータ４２の周囲に
一次ひも２０及び２１が延びている、すなわち、受けられている。アイドラ・ローラまた
はロータ４７及び４８が、ロータ４２及び４６間で支持体１１の長さ方向に沿って設置し
てある。
【００２４】
　二次ひも２４が、異なったブラインド高さ調節レベルで、一次ひも２０及び２１に加え
られる吊り下げ力の釣り合いを取るために二次ひも２４に作用する手段１３３まで延びて
いる。この場合、手段１３３は、ブラインド高さを選択した調節位置に対応する選択位置
（単数または複数）において二次ひも２４を係止するための装置である。この実施形態に
おいては、手で掴んで前記装置による係止作用を制御するために、ひも２４は、前記装置
のレベルより下方に吊り下がっている延長部分２４ａが有する。使用者は、単一のひも２
４ａに掛る引張り角度を変えることによって、手段１３３を係止状態にしたり解除状態に
したり制御することができ、これにより、ブラインドの高さおよび下部レベルを制御する
２本のひも２０及び２１の位置を制御できる。
【００２５】
　本発明のこの追加の特徴（単数または複数）に従って、前記ロータおよび二次ひもの高
さレベルよりも上方にある構造物へ細長い上部支持体を取り付けるために、ファスナ（単
数または複数）が設けてある。このファスナ（単数または複数）は、以下のうちの１つの
形態を採る。
　　　　ｉ）前記構造物の下方に離隔する細長い支持体を確実に位置決めするためのスペ
ーサ部分；あるいは、
　　　　ii）垂直壁の下方で細長い支持体を確実に位置決めするためのヒンジ止め部分で
あって、ヒンジ止め部分はこの直立壁に取り付けられる。
【００２６】
　図６及び図７では、窓枠上方部材１１３下方の所定の一定距離のところに細長い支持体
の下方壁１１ａを確実に設置するために、中間スペーサ部分１６１を有するファスナ１６
０が２つ示されている。この目的のために、ファスナ１６０の下方フランジ１６２が下方
壁１１ａと係合し、同じファスナ１６０の上方フランジ１６３が部材１１３の下面１１３
ａと係合している。リテーナねじ１６４がファスナ１６０を貫いて延びており、部材１１
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３へ連結する。
【００２７】
　図８で図示のヒンジ止め部分１７０は、細長い支持体の上方壁１１ｂに取り付ける第１
の構成要素１７１と、上方へ揺動でき、ファスナ（単数または複数）１７３によって窓枠
上またはその付近にある直立壁１７４に取り付けることができる第２の構成要素１７２と
を有する。
　これらの構成要素１７１及び１７２は符号１７５のところで相互にヒンジ連結されてい
て、要素１７２を上方に位置１７２ａまで旋回移動させると、Ｌ字形の確実な支持体を形
成するようになる。
【実施例３】
【００２８】
　図９及び図１０には、一次ひも２０及び２１に加えられる吊り下げ力を、異なったブラ
インド高さ調節レベルで釣り合わせるために、二次ひも２４（単数または複数）に作用す
る、変形手段が示されている、。この変形手段は、図示のように、二次ひも２４へ引張り
力を加える二重回転部材８０及び８１を含んでいて、ブラインドが上げ下げされるに従っ
てひもを収容するために、この二次ひも２４はこれら二重回転部材周囲に巻き付けられる
ようになっている。
【００２９】
　上記の釣り合い手段は、前記二重回転部材の少なくとも１つに前記二次ひもを格納する
ために、該二重回転部材に連結されていて且つ該二重回転部材周囲に前記二次ひもを引き
回すようにする力を行使するバネを含む。たとえば、図示のように、バネ８３は、Ｓ字形
の形態を有し、符号８３ａのところでは部材８０の第１部分８０ａ周囲に時計方向にコイ
ル状に巻い付いていて、符号８３ｂのところでは、回転部材８１の第１部分８１ａ周囲に
反時計方向にコイル状に巻きついている。二次ひも２４は、図示のように、符号２４ａの
ところで部材８０の第２部分８０ｂ周囲に巻き付いており、符号２４ｂのところで部材８
１の第２部分８１ｂ周囲に巻き付けてある。図示のように、部分８０ａ及び８０ｂが同軸
で、部分８１ａ及び８１ｂが同軸である。
【００３０】
　図１０において、バネ端部８３ｃは、たとえば、ファスナつまり固定ねじ８４といった
手段によって部材８０に取り付けてあり、バネ端部８３ｄは、たとえば、ファスナ即ち固
定ねじ８５というような手段によって部材８１に取り付けてある。バネ端部は、たとえば
接着など別の手段によって２つの回転部材に取り付けてもよいし、または、部材に設けた
溝にバネ端部を折り込むことによって取り付けてもよい。
【００３１】
　図９にはまた、ハウジング８６も示してあり、ここには、収容部８６ａおよびカバー８
６ｂがある。プレート８６ｂに取り付けてある支柱８７ａ及び８７ｂが、それぞれの回転
部材の孔８０ｅ及び８１ｅを通って平行関係に伸長しており、回転部材を回転可能に取り
付ける。収容部の開口９１を通るひも２４を長手方向の前，後に移動するよう操作するた
めに、キャップ８７～９０が、両回転部材８０及び８１とバネとを位置付けており、バネ
の張力が、選択した高さ位置に下がっているブラインドの重量の釣り合いを取っているの
で、これにより、ブラインドは選択した高さ位置に留まる。収容部８６ａは、典型的には
、上部レール１２の一部である。
【００３２】
　図９及び図１０において、バネが部分８１ａ周囲へ巻き付く量は、ブラインドが引き下
げられるにつれて増えてゆく。こうなった場合には、バネの部分８０ａ周囲へのバネ巻き
付き量が減る。逆に、ブラインドが上へ動かされるにつれ、バネが部分８０ａ周囲に巻き
付く量が増えてゆく。そして、こうなると、部分８１ａ周囲へバネが巻き付き量が減って
ゆく。このようにして、バネは力釣り合い装置として作用し、ブラインドを選定した高さ
位置に維持する。
【図面の簡単な説明】
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【００３３】
　図１は、本発明を具体化した改良ブラインド・アセンブリの立面図である。
　図２は、ブラインド・アセンブリの端面図である。
　図３は、図１と同様の図であり、外部引張りコードを省略した状態の本発明のアセンブ
リを示す図である。
　図４は、ひも引張り手段の構成要素を示す図である。
　図５は、本発明の装置を窓のところに設置した窓枠を示す立面図である。
　図６は、変形例の概略斜視図である。
　図７は、図６の変形例の上部領域を示す拡大端面図である。
　図８は、装置の上方の細長い部材を壁に取り付ける変形例の端面図である。
　図９は、コード収集装置の展開図である。
　図１０は、図９の一部の展開図であり、回転部材にバネを取り付けた状態を示す図であ
る。
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【図３】

【図４】
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【図７】



(14) JP 4499043 B2 2010.7.7

【図８】

【図９】
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